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この情報は、介護サービスを利用している皆さんや各事業者から寄せられた 

質問への回答、長野市からのお願い・お知らせなどを掲載しています。 
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○ 介護認定審査会の臨時的な運営方法の変更について 

 

 

 

※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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介護認定審査会の臨時的な運営方法の変更について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、全都道府県が特別措置法に基づく緊急

事態宣言の対象とされて、感染予防の徹底が求められています。 

介護認定審査会を運営している長野広域連合では、審査会委員の大半が医療関係者であ

ることも踏まえ、新型コロナウイルス感染の予防対策として、審査会の運営方法を対面に

よる合議の方法から避難的な措置として、本年５月の審査会から「書面を通じた合議（書

面審査）」に変更することになりました。 

 この変更に伴い、申請から認定までの期間が、現状よりも 10 日間程度延長されることと

なりますので、皆様のご理解をお願いします。 

 

 

問い合わせ先：介護保険課 認定担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支援事業者・
居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話またはＦＡＸ、
Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 
《  問い合せ先  》 

長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 
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